
猪名川町告示第７６号 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定により、地縁に

よる団体から告示事項の変更の届出がなされたため、同条第１０項の規定に基づき告示す

る。 

  

令和８年６月３日  

 

                        猪名川町長 岡 本 信 司  

 

１ 変更があった事項及びその内容 

代表者の氏名及び住所 

 中元 登宇留 

猪名川町鎌倉字古門２４番地  

 

２ 変更の年月日 

   令和８年４月１日 

 

３ 変更の理由 

   役員改選（選挙）のため  

 

 


